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研究成果の概要（和文）：戦後期において海外に対する「日本語の普及」という営みが国家的な施策として公認された
のは、1972年に制定された「国際交流基金法」の中で、「日本語の普及」という表現が用いられたのを嚆矢とする。し
かし、戦後期の日本はすでに1950年代から、海外の日本語教育と関わっている。換言すれば、1950年代から1960年代に
かけての時期は、戦後期における「日本語の普及」事業の前段階あるいは黎明期と位置づけることができる。本研究に
おいては、この時期の「日本語の普及」事業に関し、その政策の状況を考察した。

研究成果の概要（英文）：Today the spread of the Japanese language to foreign countries is conducted as a p
art of the International Cultural Exchange Programs. I have brought out the Japanese policy for the spread
 of the Japanese language to foreign countries as a part of the International Cultural Exchange Programs f
rom the 1950s through 1970s.
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１．研究開始当初の背景 
日本政府は 1972 年に国際交流基金を設立

し、「国際文化交流事業」（1972 年法律第 48
号「国際交流基金法」第 1 条）の一環として、
海外に対する「日本語の普及」（同法第 23 条）
事業を行うことになった。しかし、戦後期の
日本はすでに 1950 年代から、海外の日本語
教育と関わっている。すなわち、1950 年に
セイロン（当時）のコロンボで開催された第
1 回英連邦外相会議でオーストラリア政府が
提唱した、いわゆる「コロンボ計画」に、日
本も 1954 年に援助国として加盟したことが
その契機となった。これにより日本は海外か
ら技術研修生を招聘することとなり、彼らに
対する日本語教育事業にも着手したが、それ
と同時に開発途上国に対する日本語教育専
門家派遣事業を開始した。派遣主体となった
のは社団法人アジア協会である。同協会は
1957 年からヴェトナムのサイゴン現代語学
校に、また 1962 年からはカンボジアの王立
大学に、それぞれ日本語教育専門家を派遣し
た。 
アジア協会は日本留学予備教育としての

日本語教育にも関与した。すなわち同協会は、
1958 年 1 月にジャカルタで調印された「日
本国とインドネシア共和国との間の賠償協
定」を受けて日本が受け入れることになった
インドネシア人学生を対象に渡日前日本語
教育を実施するため、1961 年、インドネシ
アの日本文化学院日本語学校に日本語教育
専門家を派遣した。しかし、今日、これらの
「アジア協会による日本語教育関係の諸資
料はその殆どが散逸され、正確な実績の把握
は困難である」という（国際協力事業団国際
協力総合研修所（1989）『国際協力事業団に
於ける日本語教育事業について－研修員受
入れ事業、専門家派遣事業、日本青年海外協
力隊事業、移住事業に於ける日本語教育－』
4 頁）。 
アジア協会は 1962 年に設立された海外技

術協力事業団に統合された。そして、同事業
団は、現在の青年海外協力隊の前身である
「青年技術者派遣計画」によって、1960 年
代の中頃から若手の日本語教師をアジア地
域の教育機関に派遣するようにもなったの
だが、当時の資料は、海外技術協力事業団の
後身である国際協力機構（JICA）にも、統計
資料や当時の関係者が執筆した報告書以外
は残されていない。 
また、外務省は 1965 年に東南アジアおよ

び南西アジアの高等教育機関に対する「日本
研究講座寄贈事業」を開始した。すなわち、
同年から 1972 年にかけて、タイ（タマサー
ト大学・チュラロンコン大学）、フィリピン
（アテネオ・デ・マニラ大学）、香港（香港
中文大学）、マレーシア（マラヤ大学）、イン
ドネシア（インドネシア大学）、インド（デ
リー大学）、シンガポール（南洋大学）の高
等教育機関に日本研究講座を寄贈したので
あるが、これらの講座には日本研究の専門家

に加えて日本語教育専門家も派遣された。 
その外務省は、1960 年代から 1970 年代初

頭にかけての時期に、「在外公館による日本
語講座の開設運営」「日本語教育専門家の派
遣」「現地日本語教育機関に対する援助」「日
本語教材の送付」「現地人日本語講師の本邦
招へい」「現地日本語講座成績優秀者の本邦
招へい」等の事業も開始している。このうち、
「在外公館による日本語講座の開設運営」事
業は 1964 年に始まった事業で、外務省が日
本から日本語教育専門家を在外公館に派遣
し、海外で直接的に日本語教育を実施する事
業だった。1972 年度の場合、東南アジア等
の日本大使館・日本総領事館に合計 7 名の日
本語教育専門家が派遣されている。 
これらの外務省による日本語普及事業は、

のちの「国際文化交流事業」の一環としての
「日本語の普及」事業に近い性格を有してい
たのだが、それらの事業に関する資料は、外
務省にも、また同事業を継承した国際交流基
金にも、統計資料や当時の関係者が執筆した
雑誌掲載記事以外は残されておらず、「日本
語の普及」の前段階あるいは黎明期にあたる
1950～1960 年代の海外に対する日本語教育
事業に関しては、それを政策的観点からも教
育的観点からも、研究することが困難な状況
にあった。 
 
２．研究の目的 
上記のように、戦後期において海外に対す

る「日本語の普及」という営みが国家的な施
策として公認されたのは、1972 年に制定さ
れた「国際交流基金法」の中で、「日本語の
普及」という表現が用いられたのを嚆矢とす
る。しかし、戦後期の日本はすでに 1950 年
代から、海外の日本語教育と関わっている。
換言すれば、1950 年代から 1960 年代にかけ
ての時期は、戦後期における「日本語の普及」
事業の前段階あるいは黎明期と位置づける
ことができる。 
しかし、その 1950～1960 年代に、日本が

どのような政策的枠組の下に海外の日本語
教育と関わっていたのか、また、そこではど
のような日本語教育が実施されていたのか
という点については、研究がほとんどなされ
ていなかった。その主な理由は、一次資料が
欠如あるいは散逸していることにあると考
えられた。 
本研究においては、その記録欠如を補う目

的から、関連文書の発掘と当時の関係者に対
するインタビュー調査を行い、それを記録と
して残すことによって、「日本語の普及」の
前段階あるいは黎明期における状況に関す
る政策的研究および教育的研究のための基
礎資料を整備することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 各種政策文書の調査、インタビュー調査 
 
４．研究成果 
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本研究は 4年計画で行った。 
まず研究初年度の平成 22 年度は、1950～

1960 年代の状況に関して、その概要をまとめ
るとともに、それを『平成 22 年度日本学術
振興会科学研究費［基盤研究（Ｃ）］補助金
交付対象事業「戦後期における「日本語の普
及」事業の前段階の状況に関する研究」報告
書：基礎編』という冊子に収録した。 
研究 2 年目の平成 23 年度は、その基礎資

料整備の一環として、当時の関係者の「記憶」
を「記録」としてまとめることを目的とした
『1960 年代海外派遣日本語教師の記録』の編
纂作業を進めるとともに、平成 10 年度から
の研究成果を基にした論文 2 本を発表した。 
 研究 3 年目の平成 24 年度においては、関
係者の協力を得て、上記の『1960 年代海外派
遣日本語教師の記録』と題する報告書の編纂
作業を終了し、関係機関・関係者に配布した。
この『1960 年代海外派遣日本語教師の記録』
は、約半世紀前に日本の公的機関（外務省・
海外技術協力事業団）から海外に日本語教師
として派遣された人々の「記憶」を「記録」
として残すことを目的として制作したもの
であり、1960 年代に日本の公的機関から海外
に派遣された日本語教師たちが、（a）日本語
教育という分野とどのように出会ったのか、
（b）どうして海外で日本語を教えることを
選択したのか、（c）そこでどのような日本語
教育を行ったのか、（d）そこで何を考えてい
たのか、（e）その海外経験はその後の人生に
どのような影響を与えたのかという点に焦
点を合わせて執筆したものである。また、同
報告書に研究代表者は、「1960 年代における
日本語教師海外派遣制度」に関する報告を掲
載した。 
なお、平成 24 年度は、この報告書の編纂

作業のほか、それまでの研究成果を基にした
論文 1本を発表した。 
 研究最終年度の平成 25 年度は、それまで
の研究成果をまとめるとともに、未公刊のワ
ーキング・ペーパー1 本を収めた報告書『平
成 22年度～平成 25年度日本学術振興会科学
研究費補助金［基盤研究（Ｃ）］交付対象事
業「戦後期における「日本語の普及」事業の
前段階の状況に関する研究」最終報告書』を
編纂し、発行した。 
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